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地方財政の逼迫と COVID-19 蔓延による移動自粛等，地域公共交通を取り巻く環境は厳しさを増し，改

正地域公共交通活性化再生法の施行（2014年 11月）とも相まって，2020年 10月末までに 607 件の地域公

共交通計画（旧地域公共交通網形成計画）が作成された．この中には，これまでの交通事業計画的なもの

から一歩踏み出したものも見られ，地域公共交通計画に対する意識もやや変わりつつある．そこで，本論

文では，「活動機会指標に基づく移動環境の定量評価とそれに基づく計画案策定」に沿って策定した宝塚

市地域公共交通計画を紹介し，その考え方と評価結果，活動機会指標による計画目標値の設定，それを達

成するための事業選定等について報告するとともに，定量指標に基づく計画策定の意義について展望する．  

 

     Key Words: local transport plan, planning methodology, activity opportunity, quantitaive evaluation 

 

  

 

1. はじめに 

 

地方財政の逼迫と COVID-19 蔓延による移動自粛等，

地域公共交通を取り巻く環境は厳しさを増し，改正地域

公共交通活性化再生法の施行（2014 年 11 月）とも相ま

って，2020 年 10 月末までに 607 件の地域公共交通計画

（旧地域公共交通網形成計画）が作成された．この中に

は，これまでの交通事業計画的なものから一歩踏み出し

たものも見られ，地域公共交通計画に対する意識もやや

変わりつつある．本論文では，「活動機会指標に基づく

移動環境の定量評価とそれに基づく計画案策定」に沿っ

て策定した宝塚市地域公共交通計画を紹介し，その考え

方と評価結果，事業選定等について報告する． 

以下，2.では，活動機会に基づく地域公共交通計画の

意義と位置づけを整理し，活動機会の大きさを定量化す

る手法を述べる．3.では，兵庫県宝塚市で策定した地域

公共交通計画を採り上げ，計画目的と基本理念を説明す

る．4.では，活動機会指標算定の具体的方法と計画前時

点における算定結果を示す．5.では 4.を受けた公共交通

の整備方針を，6.では活動機会指標に基づく計画目標値

と実現のための施策体系を述べる．7.はまとめである．  

 

 

2. 地域公共交通計画による活動機会の保障 

 

(1) 地域公共交通の計画方法論 

地域公共交通計画の策定に関してはさまざまな計画方

法論が提案されている． 

米国では，TRB1)が，交通一般を対象として，アクセ

シビリティ，モビリティ，経済開発，生活の質，環境と

資源保全，安全性，運用効率性，システムの状態と挙動，

の 8 指標を挙げ，performanceに関する多様な観点から検

討すべき全体像を提示しているが，それに必要な関係デ

ータと調査・分析手法を紹介しているに留まっている． 

英国におけるGuideline for Local Transport Plan (LTP) 2)やEU

におけるSustainable Urban Mobility Planning (SUMP) 3)は，いず
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れもアクセシビリティを中心概念に据えた体系的な方法

論であり，地方部に関する記述も比較的充実しているが，

定量的な評価指標等が提示されているわけではない． 

わが国においては，国土交通省や地方運輸局等からさ

まざまな手引き等 4),5)が発行されており，最近は公共交

通計画としての視点も見えるが，採算性の向上や利用者

数の増大など交通事業計画的な色合いが強い． 

著者が関与した『バスサービスハンドブック』6)や

『地域でつくる公共交通計画』7)は，公共交通計画の策

定のための文献であり，住民の活動機会の拡大を目的に

掲げられているが，必ずしも定量的な指標に基づく計画

方法論ではない． 

森山・藤原・杉恵 8)は，過疎集落の生活環境に対する

総合的な満足度として定義した集落の QOL 指標，総合

的な公共交通サービスの満足度として定義した CS 指標，

それらに関する集落間の平等性として定義した EQ 指標

に基づく公共交通サービスの評価指標を提案している．

栄徳・溝上 9)は，「移動時間による移動のしやすさ

(TCM)」指標，「交通手段の選択による移動のしやすさ

(MCM)」指標，「交通施設の移動快適性(FCM)」指標を

統合した QoM（移動の質）指標により，道路政策や施

設配置政策を統合的に評価する手法を提案している．林

ら 10)は，提供サービス価値，アクセス可能価値，認知価

値を要素とする個人幸福度 QOL 指標に基づき，交通や

土地利用政策を統一的に評価する方法論を提案している．

これらは，いずれも「満足度」あるいは一種の「効用」

に基づく評価指標といえる． 

谷本･牧･喜多 11)およびそれを受けた一連の研究 12),13)で

は，満足度や効用ではなく「活動機会の大きさ」や「ア

クセス利便性」に着目した指標を提案している．薦田･

尾崎･四辻･喜多 14)は『地域でつくる公共交通計画』の枠

組みに活動機会指標を組み込むとともに，健康で文化的

な生活を営むためのミニマム水準保障を明示的に組み入

れた「社会的共通資本としての地域公共交通サービスの

計画方法論」を構築した． 

本計画は，主として，この薦田･尾崎･四辻･喜多 14)に

よる計画方法論に依拠して策定したものである 

 

(2) 基本的考え方 

この方法論は，先述した国際交通安全学会 7)による計

画方法論を活動機会指標に基づき定量化した喜多･辻･薦

田･四辻 15)の方法論が，モデルの変数や解が抽象的であ

り実用段階には至っていなかったため，抽象的な概念に

留まっていた資源や資源利用能力を入手が容易なオープ

ンデータと対応づけ，「基本的潜在能力の水準」を定め

るのみでそれを実現するための計画をGIS上で策定する

実用的な手法として再構築したものである．対象とする

地域は，居住地区に必ずしも活動を行う施設が存在せず，

そこから離れた中心地区に施設が存在するような過疎地

域であり，そこに暮らす住民が公共交通を利用して中心

地区に移動し，買い物・通院といった生活に不可欠な活

動を行う状況を想定している．方法論を特徴づける主な

概念は，｢活動機会の大きさ｣，｢ミニマム水準の保障｣，

｢活動機会の保障水準と負担組合せの地域社会による選

択｣であり，(a)所与の資源と資源利用能力から活動機会

を計測する活動機会計測モデルと，(b)複数の代替案の

中から最適な代替案を社会的関係関数と格差原理に基づ

いて選択する代替案評価モデルから構成されている．本

論文では (a) に関する分析と評価に焦点を絞って説明する． 

前述の「活動機会｣とは｢日常生活における買い物や通

院のしやすさ｣であり，「活動機会指標｣として数値化し

市民の活動の実現度を定量的に評価するものである． 

一般に，日常生活における活動は｢自宅から目的施設

へ行く｣，｢目的施設で活動する｣，｢目的施設から自宅に

帰る｣という要素から構成される．徒歩で目的施設に行

く場合は，時間的に自由に自宅を出発し，帰宅すること

が可能であり，活動機会が減少する要因は歩行時間だけ

となる．バスを利用して目的施設に行く場合は，｢自宅

から歩いてバス停に行く｣，｢バスに乗車して目的施設の

最寄りバス停まで行く｣，｢目的施設の最寄りバス停から

歩いて目的施設に行く｣，｢目的施設で活動する｣，｢往路

と逆の経路で帰宅する｣という要素で構成される．この

とき活動機会が減少する要因は，自宅とバス停，バス停

と目的施設間の歩行時間だけでなく，バスのダイヤによ

る時間的制約，バスの乗車時間，バスと鉄道の乗り換え

がある場合は乗り換え時間である． 

 

(3) 活動機会指標値の算出方法 

活動機会は，｢買い物をしたい時間に商業施設に行き，

買い物ができる，受診したい時間に医療施設に行き，受

診ができる｣ことで，住民の活動可能時間や施設の業務

時間といった条件により変化する．住民の自宅出発可能

時刻が施設の業務開始時刻よりも早く，住民の帰宅制限

時刻が施設の業務終了時刻よりも早い場合，住民の｢活

動機会の大きさ」は図-1の赤枠内の三角形の面積として

示される． 

バスを利用する場合，｢活動機会の大きさ｣はバスダイ

ヤの制約を受ける．施設の最寄りバス停への到着時刻か

ら活動開始時刻まで，および，活動終了時刻から帰りの

バスの出発時刻まで待ち時間が発生することにより活動

が行いにくくなり｢活動機会の大きさ」が小さくなる．

これらに起因する｢活動機会の大きさ」の低減を｢自宅か

ら最寄りバス停までの歩行時間による減衰」｢バスや鉄

道の乗車時間による減衰」｢乗り換え待ち時間による減

衰」として考慮する．居住地から施設最寄りバス停に１

往復のバスが運行されている場合，バス待ち時間による
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減衰を考慮した，すべての活動開始時刻と活動終了時刻

の組み合わせは，図-2に示されるイメージであり，この

場合の活動機会指標値は青線で囲まれた図形の体積とし

て算定される． 

 

 

以上を踏まえると，バスや鉄道を利用する場合の活動

機会指標値Apは， (1) 式のように定式化される． 
 

𝐴𝑝 = 𝐴2𝐴3𝐴4 ∑ ∫ ∑ ∫ 𝐴1𝑝𝑘𝑗  𝑑𝑡𝑠𝑑𝑡𝑒

min (𝑡𝑒,𝑎𝑘+1,𝑇𝑒)

max (𝑎𝑘,𝑇𝑠)

ｋ−１

ｋ＝1

min (𝑑𝑗−,𝑇𝑒)

max (𝑑𝑗−1,𝑇𝑠)

𝐽

𝑗=1

 

Ａp : バスや鉄道を利用する場合の活動機会指標 

Ａ1:  バス待ち時間を考慮した減衰関数 

Ａ2 : バス停までの歩行時間による減衰関数 

Ａ3 : バスや鉄道の乗車時間による減衰関数 

Ａ4 : 乗り換え待ち時間による減衰関数 

ａk : 往路ｋ便目のバスの目的地到着時刻 

ｄj : 復路ｊ便目の目的地出発時刻 

ｔs  : 施設での活動開始時刻 

ｔe : 施設での活動終了時刻 

Ｔs : 目的施設の営業開始時刻 

Ｔe: 目的施設の営業終了時刻 

ｐkj 往路 k便目と復路ｊ便目が利用できる確率 

 

紙幅に限りがあるため，算定に用いた減衰関数等の詳

細は，宝塚市 16)および喜多･薦田･尾崎･四辻 14)を参照さ

れたい． 

3. 宝塚市地域公共交通計画 

 

(1)  計画策定の背景と目的 

宝塚市は人口が比較的疎な北部地域と密な南部地域か

ら構成される．北部地域には自家用車に依存せざるを得

ない住民が少なからず居住しており，南部地域において

も公共交通のさらなる充実を望む声が寄せられている．

加えて，人口減少局面となり，公共交通サービス需要の

縮小や運転者不足の深刻化，さらには新型コロナウイル

ス感染症の影響などにより，現在の公共交通サービスの

維持･確保が厳しくなっている．このような状況下にお

いて，市民生活に必要な移動手段を計画的に確保してい

くことが求められている． 

そこで，「第 6次宝塚市総合計画」の目標である「住

み続けたい，安全･快適な暮らしがあるまち」の実現に

向けて，買い物や通院，通学，通勤などの移動を伴う活

動を実現する，効率的かつ持続可能な移動手段の確保に

より，市民が日常生活で必要な「活動機会を保障」する

ことをめざして「宝塚市地域公共交通計画」(以下，本

計画)を策定した． 

対象区域は宝塚市全域，計画期間は令和5年度(2023年

度)から令和 12年度(2030年度)である． 

 

(2)  公共交通計画で目指す市の姿と対象移動手段 

本計画では，公共交通分野とその他分野が連携･補完

し，本市にある全ての移動手段を活用して，市民が必要

とする最低限の移動を確保することをめざすものである．

公共交通分野からの取組として，障碍（がい）のある人

も高齢者も，公共交通を利用して日常生活に必要な移動

ができることをめざしており，移動しづらい人について

は，福祉分野等と連携して分野横断的に移動手段を検討

し，誰一人取り残さないように，市民一人ひとりに最適

な移動手段を確保することをめざしている． 

本計画で対象とする公共交通手段，および公共交通と

連携・補完する交通手段を図-3に示す． 

 

 

図-3 計画の対象とする公共交通としての移動手段 

(1) 

 

図-1 活動機会指標（活動機会の大きさ）の算定イメージ 

 

図-2 活動機会指標値のイメージ（バスが１往復の場合） 

第 67 回土木計画学研究発表会・講演集

 3



 

 

(3) 計画策定の作業手順 

上記の方法論を踏まえ，本計画では必要な事項につい

て体系的に調査，分析，評価を行った．紙幅の制約上表

-1に示す事項の紹介のみに留め，詳しくは宝塚市 16)を参

照されたい． 

 

4.  活動機会指標に基づく移動環境の定量評価 

 

(1) 概説 

先行計画である「宝塚市地域公共交通総合連携計画」

では，市内各地区における移動環境を｢駅等からの距離｣，

｢平均勾配｣，｢公共交通運行本数｣を要素とする多元指標

により評価していた．これは，これらの要素を一元的に

評価しうる適切な統合指標が未開発であったためである． 

しかしその後，2.(1)で述べた「活動機会指標」が開発

されたため，本計画ではこの活動機会指標を用いて公共

交通による移動環境を評価し，計画策定の基礎とする．

具体的には，日常生活において必要な買い物や通院のし

やすさを「活動機会の大きさ」という観点から「活動機

会指標」として数値化した．指標値の算出にあたり，対

象とする商業施設，医療施設は，日常利用することを想

定し，自宅近くの商業施設や医療施設としている．この

数値により，市民の活動の実現度を評価する．活動機会

指標の算出イメージを図-4に示す． 

 

(2)  活動機会指標算定の際の前提条件 

南部地域は概ね市街地が連坦し，北部地域は集落が散

在している．本計画では，国土数値情報による 100m メ

ッシュを居住地として設定し，メッシュの中心をその居

住地の住民の自宅の場所として，居住地ごとの活動機会

指標値を算出する． 

南部地域においては駅周辺に商業施設や医療施設があ

るため，自宅近くに商業施設や医療施設がない場合でも，

駅周辺まで行けば買い物や受診が可能であると考えられ

る．そのため，以下の①～③の活動機会指標値を算出し，

そのうち最も大きなもの（最も便利なもの）をそれぞれ

の居住地の活動機会指標値とする． 

① 自宅から最寄りの商業施設や医療施設に徒歩で行

く場合の活動機会指標値 

② 自宅から最寄り駅周辺の商業施設や医療施設に徒

歩で行く場合の活動機会指標値 

③ 自宅から最寄り駅周辺の商業施設や医療施設にバ

スで行く場合の活動機会指標値 

なお①では，商業施設，医療施設のどちらにも行ける

ことを前提として，商業施設に行く場合と医療施設に行

く場合の活動機会指標値の小さい方を，①で算出した活

動機会指標値とする． 

 

図-4  活動機会指標の考え方 

表-1 計画策定の手順 

 

 (1) 市内公共交通サービスに関する現状と 
将来見通しの把握整理 

① 宝塚市の現状 

② 市民生活における移動を伴う活動の把握整理 

③ 既存の公共交通サービスの状況 

④ 公共交通の将来動向 

(2) 市民生活の活動に対する 
公共交通サービス状況の整理 

(3) 活動機会による公共交通サービスの評価 

① 市民の活動機会の充足度調査の実施 

② 公共交通サービスの評価 

③ 公共交通サービスの課題地域の抽出 

④ 「宝塚市地域公共交通総合連携計画」の 
フォローアップ 

(4) 課題を解決するための対策検討 

(5) 対策の優先度の検討 

(6) 地域公共交通計画（案）の作成 
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本計画では，70 歳以上の人に着目して活動機会指標

値を算出し，それに基づきある場所や地区に居住する市

民の活動機会指標の代表値とする．一般に，70 歳以上

の人は 69 歳以下の人よりも歩く速度が遅くなるため，

活動機会指標値が小さくなる．69 歳以下の人の活動機

会指標値は 70 歳以上の人の活動機会指標値よりも大き

くなることから，70 歳以上の人に着目して活動機会指

標値を算出することとした．しかし，身体能力等にはば

らつきがあり，同一年齢であっても人により活動機会の

大きさは異なる．図-5は居住地域別年齢別の駅やバス停

まで歩ける距離の分布を示している．そこで，「自宅か

ら駅まで毎日歩ける距離による年齢別人口割合」と年齢

別人口から「基準となる活動機会指標値が確保された人

口」を求める． 

本計画では｢誰 1人として取り残さない｣ことを計画理

念としており，すべての年代の人の活動機会指標値を把

握し，市民の移動環境を評価する． 

 

(3) 活動機会指標算出のための入力データ 

活動機会指標の算出に必要なデータを表-2に示す． 

 

表-2 活動機会指標の算出に必要なデータ 

 

①と②はいずれも平成 22 年（2010 年）京阪神都市圏

パーソントリップ調査結果に基づき設定した．①は，宝

塚市に居住する 70歳以上の高齢者の買い物･通院目的で

の自宅出発時刻と帰宅時刻を集計して設定した．②は，

宝塚市に居住する 70歳以上の高齢者の買い物･通院目的

での施設の滞在時間の累積分布を作成し，最短が 30 分

85 パーセンタイル値が 2 時間 11 分であることから，30

分以上 2 時間 11 分以内と設定した．従って，施設に到

着してから 30 分以内の帰りのバスは利用できず，施設

に到着して 2 時間 11 分以降のバスを利用する場合は，

バス待ち時間が発生することとなる．③は，宝塚市内の

主な商業施設，医療施設の実態から，業務開始時刻を朝

の 8時，業務終了時刻を 21時と設定した．④は，令和 4

年（2022年）４月現在の時刻表を基に設定し，⑤は，自

宅（100m メッシュの中心点で代表）から各目的地まで

の道路距離，および，自宅から各目的地までの勾配から

算出した． 

算出に際しては，他に換算歩行時間（勾配を考慮した

歩行時間）や減衰関数（待ち時間，乗車時間，歩行時間

による活動機会の縮小）等を用いているが，詳細は宝塚

市 16)を参照されたい． 

 

(4) 活動機会指標の現象説明力 

算出した活動機会指標値が，宝塚市における実際の日

常生活での活動のしやすさと整合性があるかを，市立中

学校から最寄り駅への行きやすさについて，市職員によ

る評価と活動機会指標値による評価を比較することによ

り検証した． 

具体的には，市職員に 12 の市立中学校から最寄り駅

までの行きやすさを比較する表（表-3）を配付し，最左

列に記した中学校の方が最上行に記した中学校よりも最

寄り駅に行きやすいと思う場合は「〇」，行きにくいと

思う場合は「×」，ほぼ同じだと思う場合は「△」の記

入を求めた．次いで，「〇」＝1，「△」＝0.5，「×」

＝0と変換して回答の合計点を求め，この合計点の 6.5～

10 点を改めて「〇」，3.5～6.4 点を「△」，0～3.4 点を

「×」として表-3の形に整理した．この表からほぼ同じ

行きやすさだとされた「△」7枠を除いた 59枠について

活動機会指標値による比較結果と比較対照したところ，

59 枠のうち赤文字で示した 53 枠で一致，的中率 0.90 と

なった．これより，算出した活動機会指標値は日常生活

における活動のしやすさと整合性があると判断した． 

 

(5) 活動機会指標値と移動実態との対応 

このようにして算定される「活動機会指標」の値は，

現実にどのような意味を有しているのであろうか．実は，

指標値の絶対値にはあまり意味がなく，相対的な比較に

使用することが多い．例えば，南部市街地の駅周辺は，

ほぼ1km圏内に都市機能が集まっており，コンパクトで

利便性が高く歩いて暮らせるまちとなっていると考えら

れる．そこで「歩いて暮らせるまち」を「日常生活に必

要な施設が自 x 宅から 1km 圏内にあるまち」と考え，

① 住民の外出可能時間帯 

② 目的施設での活動時間（施設での滞在時間） 

③ 対象施設の業務開始時刻，業務終了時刻 

④ バス･鉄道のダイヤ，乗車時間 

⑤ 自宅から最寄り施設，最寄りバス停，最寄り駅へ

の勾配を考慮した歩行時間（換算歩行時間） 

 

図-5 バス停まで歩ける距離の累積分布 
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「自宅から1km圏内にある商業施設や医療施設に歩いて

行って，買い物や受診をして，歩いて帰ってくる」場合

の活動機会指標値を算出すると「46」となることから，

活動機会指標値が「46」以上の地域は，日常生活におい

て必要な活動が，徒歩やバスを利用して「歩いて暮らせ

るまち」と同程度に実現できているといえる．計画策定

に際して市民を対象に実施したアンケート調査結果では，

70 歳以上の人が毎日バス停まで歩いて往復できる距離

は平均 400mであること，その疲労度はバスに 30分乗車

する疲労度に相当すること，バスに乗車できる最長時間

はバス停までの歩行距離とほぼ無関係であり，バス停ま

での歩行の限界距離もバス乗車時間と無関係であること，

日常生活に必要な活動をするために最低限確保すべきバ

スの便数は概ね 1日 2往復であることなどがわかってい

る．これらの調査結果から，70 歳以上の宝塚市民が日

常生活に必要な買い物や通院をするために最低限確保す

べき活動機会は，「自宅から歩いて 400m のバス停に行

って，1日 2往復あるバスに 30分乗って，買い物や受診

をして，バスで帰ってくる」ことができる活動機会であ

り，その活動機会指標値は「1」であると結論づけられ

る．以上をまとめたものが表-4である． 

 

(6) 算出結果 

宝塚市における活動機会指標値の算出結果を図-6に示

す．上半部が北部地域，下半部が南部地域である． 

南部地域は，ほぼ全域が活動機会指標値が 46 以上と

なっている．指標値が200（0.6km圏内に商業施設や医療

施設があるか，商業施設や医療施設のある最寄り駅まで

バスが約 10 分間隔で運行されている）以上の地区も多

く，日常生活に必要な活動が非常にしやすい地域である

といえる．他の地区も概ね指標値が 46 以上であり，日

常生活に必要な活動をするのに支障はない地域だといえ

る．しかし，一部 25 未満の地区も存在し，何らかの手

立てを講じる必要があることが見てとれる．北部地域の

活動機会指標値は，JR 武田尾駅に近い一部の地域を除

いてすべて25未満で，バス停から離れている地域では1

未満の地域も存在する．南部地域と比較して，かなり日

常生活に必要な活動がしにくい地域であることが見て取

れる． 

図-6では，これまで宝塚市が政策として展開してきた

「北部路線バス」，「売布循環線」，「仁川循環線」，

「ランランバス」により，それらの運行がない場合とあ

る場合の活動機会指標値を併記している．指標値を比較

することにより，上記の政策により住民の活動機会の大

きさが拡大し，概ね行政の支援が有効であったと理解さ

れる． 

 

 

5. 活動機会の大きさに基づく公共交通の整備方針 

 

(1) 本計画がめざす公共交通ネットワーク 

都市拠点の JR･阪急宝塚駅～阪急宝塚南口と地域拠点

の各鉄道駅間は，鉄道で結ぶ．市内の拠点間を結ぶ鉄道

は，東は大阪方面，南は西宮南部方面，北は北部地域の

玄関口である広域交流拠点の JR 武田尾駅を結び，JR 武

田尾駅から三田方面を結ぶ．南部地域は，生活利便施設

（商業施設，医療施設等）が集まる鉄道駅と周辺の住宅

をバス等で結ぶことで，日常生活における活動機会の拡

大をめざす．北部地域は，北部地域拠点である「西谷庁

舎」周辺と JR武田尾駅を南北に結ぶ路線バスを軸として，

北部地域の移動を支える． 

上記の市全体の公共交通ネットワーク（図-7参照）と

あわせて，市内の各地域にあった公共交通サービスのあ

表-3 活動機会指標の現象説明力の検証結果 

 

表-4 活動機会指標値と移動実態との対応イメージ 

活動機会 
指 標 値 

徒歩の 
場合 バス・鉄道を利用する場合（片道） 

自宅から 
施設のある 
圏域 

自宅から 
バス停までの
歩行距離 

バ ス の 
乗車 
時間 

運行 

間隔 

１ ２.０ km ４００ ｍ ３０ 分 約 ４ 時間 
２５ １.２ km ４００ ｍ １０ 分 約 ２ 時間 
４６ １.０ km ４００ ｍ １０ 分 約 １ 時間 
１００ ０.８ km ４００ ｍ １０ 分 約 ３０ 分 
２００ ０.６ km ４００ ｍ １０ 分 約 １０ 分 
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り方について検討し，路線バスに限らず新たな公共交通

サービスの実現に向け，市民･交通事業者･行政の三者と

連携して取組んでいく． 

 

(2) 活動機会の大きさに基づく公共交通の整備方針 

「活動機会指標値」により地域分類を設定し，それに

基づく公共交通の整備方針を設定する（表-5参照）． 

「第 1 段階の地域」(活動機会指標値が 1 未満の地域)

については，行政が積極的に関与して，公共交通サービ

スの確保を図ることとする．「第 2段階の地域」におい

ては，地域の団体等による主体的な活動に行政が支援を

して公共交通サービスの向上を図ることとする．「第 3

段階の地域」で運行する公共交通については，交通事業

者や市民の活動に委ねることとする．ただし，第 1段階

～第 3段階のすべての地域において，新たな移動サービ

ス導入の事務的な手続き等についての行政支援は，地域

に関わらず引き続き実施する． 

 

(3) 計画の数値目標 

上記に基づき，本計画では以下の数値目標を定め

た． 

[目標１] 

南部地域において日常生活で「第３段階の活動機会」が確

保されている人の割合を， 

【現状値（令和4年度（2022年度））：87 ％】 から 

【目標値（令和12年度（2030年度））：100 ％】に引き上げる 

南部地域は，ほぼ全域が「日常生活に必要な活動がし

やすい（第 3段階）」地域となっているが，ごく一部に

 

図-6 活動機会指標の算出結果と行政支援による指標値の向上 

 

図-7 本計画がめざす公共交通ネットワーク 
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「活動はできるもののしにくい（第 2段階）」地域が残

されており，「第 3段階の活動機会」が確保されている

人の割合の現状値は 87％となっている．そこで，現在

運行している行政支援をしているバス，交通事業者によ

る路線バスを維持し，その他多様な移動手段の活用等に

より，南部地域を全て「第 3段階の地域」に向上させ，

南部地域の全ての人が日常生活での「第 3段階の活動機

会」が確保されることをめざす． 

[目標２] 

北部地域において日常生活で「第２段階以上の活動機会」

が確保されている人の割合を， 

【現状値（令和4年度（2022年度））：55 ％】 から 

【目標値（令和12年度（2030年度））：100 ％】 

  に引き上げる 

北部地域は，多くの地域が「日常生活に必要な活動は

できるもののしにくい（第 2段階）」地域となっており，

「活動が困難な（第 1段階）」地域も残されており，現

状値は 55％となっている．そこで，現在運行している

路線バスやボランティア輸送の維持の他，より効率的な

バス路線の運行やボランティア輸送等の充実により，北

部地域を全て「第 2段階の地域」以上に向上させ，北部

地域の全ての人が日常生活での「第 2段階以上の活動機

会」が確保されることをめざす． 

[目標３] 

市民一人当たりの鉄道･バスの年間利用回数を， 

【現状値(令和4年度(2022年度))：198 回/人･年度】 

【目標値(令和12年度(2030年度))：198 回/人･年度以上】と

する． 

ポストコロナにおける総交通量の低下が想定される中，

鉄道やバスなどの公共交通が使いやすくなることで，こ

れまで移動手段として鉄道やバスを利用していなかった

人や，外出することをあきらめていた人が公共交通を利

用し，外出機会が増加すると考えられることから，公共

交通の利便性を向上し，市民一人当たりの公共交通利用

回数が現状値以上となることをめざす． 

 

(4) 施策体系 

以上の目標を達成すべく，表-6に示す一連の施策を選

定した．ここまで述べてきた「活動機会の保障」は，直

接的には基本方針 1により担保する仕組みとしている．

また，提供しているサービスが使いにくい，あるいは使

えない市民の存在を念頭に置き，ハードとソフトの両面

から公共交通サービス自体へのアクセス性を高める施策

を講じることとしている．さらに，公共交通分野のみな

らず介護や福祉といった隣接分野との狭間に陥りどちら

からも支援の手が差し伸べられない事態が生じないよう，

基本方針 3で他分野との連携を積極的に図ることとし，

多方面から活動機会の拡大を支える体系としている． 

 

 

6. 活動機会指標と合意形成 

 

以上，活動機会指標を用いて策定した宝塚市地域公共

交通計画の計画理念と現状分析，目標設定，施策選定を

述べたが，活動機会指標を用いて計画策定を行ったこと

の意義について少し整理しておきたい． 

ひとつは，多くの市民や関係者が協働して望ましい公

共交通サービスを見出すためのツールとしての活動機会

指標の役割である．市内の各居住地点を活動機会指標値

によって表示することは，いわば「市民を取り巻く移動

環境と政策効果の見える化」である．従来，移動環境の

良否を端的に記述する共通言語は存在しなかったといっ

てよい．しかし，図-6を一瞥するだけで宝塚市の移動環

境水準が一覧できる．考慮できていない要因も数多く残

されているが，各地の地域公共交通協議会や自治会等の

集まり，あるいは議会で，わが町の「活動機会マップ」

を皆で眺め，各自が頭の中に描いている移動環境の良否

を互いに目に見える形で共有し，そこに内在する諸課題

について明瞭な形で意見交換をすることができる．交通

政策担当者が作成した概算経費付き改善策メニューと見

比べながら，各改善案が誰にとってどの程度利便性を高

めるのか，どの改善案がお得感が高いかを話し合うツー

ルとして使っていただければと望むところである． 

二つ目は，公平性についてである．一般に，自治体の

担当者が政策を立案する際，最も意を払うことの一つに

「公平性の担保」がある．地域公共交通計画の策定にお

いても，各地区に対する公共交通サービスの保障水準の

設定に際して利害対立が生じないよう細心の注意を払う

必要がある．この時避けて通れないのが，“確保すべき

は何に関する公平性か”という疑問，およびその選択に

関する合意をいかにしてとるか，という問題である 17)． 

公平性の捉え方は人により異なる．機会の公平性，結

表-5 活動機会指標による地域分類 

地域分類 
活動機会 

指 標 値 
対象地域の定義 

第１段階

の地域 
１ 未満 

徒歩または、安全かつ安価で容易

に利用できる移動手段で、日常生

活に必要な活動が困難な地域 

第２段階

の地域 

１ 以上 

46未満 

徒歩または、安全かつ安価で容易

に利用できる移動手段で、日常生

活に必要な活動はできるもののし

にくい地域 

第３段階

の地域 
46以上 

徒歩または、安全かつ安価で容易

に利用できる移動手段で、日常生

活に必要な活動がしやすい地域 
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果の公平性，手続き合理性などの議論はひとまずおき，

図-8に示す 3つの考え方に単純化しよう．1)は“行政投 

資（インプット）の均等化”ないしは資源配分の均等化

であり，各地区，各世帯，各住民に対する行政投資を同

一額にすることにより公平性が担保される，という考え

方である．2)は公共交通にかかわる“サービス特性の均

等化”であり，最寄りのバス停までの距離や便数などを

均等化することにより公平性が担保されるという考え方

である．これは，公共交通に限定した手段（生活基盤）

の均等化と言える．3)は“活動機会の均等化”，換言す

れば，交通に限定しない包括的な手段（生活基盤）の均

等化であり，生活を営むための機会を均等化することに

より公平性が担保されるという考え方である． 

住民を取り巻く地理的・社会的条件には差異があるた

め，通常それぞれの結果は異なる．その選択に関しては

多くの議論の蓄積があるが，せめて病気になった時には

最低限の治療を受けたい，高校には家から通いたい，と

いう願いは，どの住民にも自然に受け入れられるのでは

ないかと思われる．最低限の活動機会を保障するという

観点から，著者は 3番目の“活動機会の均等化”に依拠

する方法論が社会的合意を得やすいのではないかと考え

る．活動機会の保障も手段の域を出るものではないが，

表-6 宝塚市地域公共交通計画の施策体系 

 

基本
理念 基本方針 施   策

重点
事業 事　　　業

☆ 1-1-1 効率的で効果的な公共交通サービスを提供するための行政支援

☆ 1-1-2 積極的な地域住民の活動への支援の仕組みづくり

☆ 1-2-1 路線バスを基幹とする公共交通サービスの維持のための行政支援

1-2-2 地域外への移動手段の充実

1-2-3 地区内の移動を支える持続可能な仕組みづくり

 施策１-３
 多様な移動手段の充実による
 活動機会の拡大

☆ 1-3-1
市民と行政の役割分担による
公共交通サービスの隙間を埋める仕組みづくり

2-1-1 バスの待ち合い環境の改善検討

☆ 2-1-2 ユニバーサルデザインの推進

2-1-3 駅前広場等交通結節点の整備

2-1-4 交通事業者と行政の連携による運転者不足の改善

☆ 2-1-5 交通事業者と連携した感染症対応

2-2-1 わかりやすい公共交通情報の発信

☆ 2-2-2 モビリティ･マネジメントの実施

3-1-1 福祉施策における福祉輸送との連携

3-1-2 福祉部局との情報共有による移動手段の確保

3-1-3 高齢者や障碍（がい）のある人への移動にかかる支援

☆ 3-2-1 環境にやさしい公共交通車両の導入

☆ 3-2-2 モビリティ･マネジメントの実施（再掲）

☆ 3-3-1 教育分野と連携した通学手段の確保

3-3-2 日常生活の活動しやすい地域づくりのための他分野との連携

☆ 3-3-3 新技術を活用した活動機会の拡大

 施策３-２
 環境分野との連携による
 公共交通の利便性向上

 施策３-３
 他分野との連携による
 活動しやすい地域づくり

「

活
動
し
や
す
い
ま
ち
宝
塚
」

を
み
ん
な
で
守
り
　
み
ん
な
で
つ
く
る

 基本方針１

 市民･事業者･行政の
 適切な役割分担による
 活動機会の保障

 施策１-１
 南部地域における
 効果的･効率的な
 公共交通サービスの維持

 施策１-２
 北部地域における
 持続可能な移動手段の
 確保･維持

 基本方針２

 公共交通の
 利用環境の改善
 と周知

 施策２-１
 安心･快適に利用できる
 公共交通の実現

 施策２-２
 公共交通の利用意識の向上

 基本方針３

 市民･来訪者みんなが
 活動しやすい
 社会に向けた
 他分野との連携

 施策３-１
 福祉分野との連携による
 活動機会の拡大

 

 
図-8 3種類の公平性 17) 
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社会基盤整備というフレームの下で考える場合には，や

むを得ない面もあろう．いかなる活動機会をどの程度ま

で保障するか，そしてそのためにどの程度の税や負担金

を受け入れるかについては多くの議論を経る必要がある

が，少なくとも“（手段としての）交通サービスをどの

程度確保すべきか”，という議論よりは社会的合意への

見通しはよいと思われる． 

 

 

7. おわりに 

 

本論文では，人々が“やろうと思った時にできること”

の多様性を「活動機会の大きさ」ととらえ，それらのう

ちで移動を伴う活動について公共交通がどこまでその維

持・拡大に寄与し得ているかという観点から「活動機会

指標」で評価する計画方法論を用いて策定した宝塚市の

地域公共交通計画を紹介した．実際に計画策定を進めて

きた過程ではさまざまな課題が明らかになり，地域公共

交通サービスの計画方法論としてさらに改善を図りたい

と考えているが，今後，地域公共交通計画を策定する自

治体にとって参考になる点があれば幸いである． 

 

 

謝辞：本計画の策定に際し，宝塚市地域公共交通協議会

での議論が大変有益であった．毎回活発な意見交換をさ

れた委員各位，および，事務局として取りまとめに尽力
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FORMULATION OF A LOCAL PUBLIC TRANSPORT PLAN BASED ON 

ACTIVITY OPPORTUNIY INDEX 

 – CASE OF TAKARAZUKA CITY, HYOGO PREFECTURE, JAPAN- 

 

Hideyuki KITA, Nobuo IKEZAWA, Koji MURASE, Kazunori NISHIMURA 

and Tomomi KOKAWA 

 
The environment surrounding local public transport has become increasingly severe due to tight local 

finances and people refraining from traveling due to the spread of COVID-19. 607 local public transport 

plans were formulated in the latest decade in Japan. Among these, there are some that have taken a step 
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forward from conventional transport business plans, and the awareness of local public transport plans is 

changing somewhat. This paper, we introduce the Takarazuka City local public transport plan formulated 

according to quantitative evaluation of the mobile capability based on the activity opportunity index and 

the formulation of a plan based on it', its concept, the results of analyses, and the plan based on the activity 

opportunity index. We will report on how to set the target values and the formulation process of the local 

public transport plan by using activity opportunity index. 
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